
 

                        

 
平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

国 土 交 通 省 

 

JR 東海が発注する中央新幹線建設工事の 

受注調整に係る刑事告発に対する指名停止措置等について 

 

１．事実概要 

公正取引委員会は、ＪＲ東海が発注する中央新幹線建設工事の受注調整事件について犯則調

査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第７４条第１項

の規定に基づき、平成３０年３月２３日（金）、建設業者４社等を検事総長に告発し、同日中に

東京地方検察庁はこの４社等を起訴した。 

 

２．指名停止措置について 

（１）指名停止措置 

本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和 59 年 3 月 29 日付け建設省

厚第 91 号）別表第２第５号に該当するため、告発された建設業者４社に対し、指名停止措置を行う。 

（２）措置対象業者 

大成建設（株）、鹿島建設（株）、（株）大林組、清水建設（株） 

（３）措置期間 

平成３０年３月２９日（木）〔本日〕から４ヵ月 

（４）実施機関 

国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、国土地理院（本院及び関東・中部地

方測量部管内）、関東地方整備局、中部地方整備局、関東運輸局、中部運輸局、東京航空局、大阪航

空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海難審判所、

海上保安庁、第三管区海上保安本部、第四管区海上保安本部 

 

３．建設業法に基づく勧告の内容について 

本件について起訴された建設業者４社に対し、本日、国土交通省関東地方整備局において建

設業法第４１条第１項に基づく勧告を行った。 

（１）勧告対象業者 

２．（２）と同じ 

（２）勧告内容 

本件を踏まえ、法令遵守の徹底など社内体制の整備に全力を傾注するとともに、当面具体的

に講じる措置について関東地方整備局長まで速やかに報告すること。 

 

※問い合わせ先については、次頁のとおり。 

 



 

 

指名停止措置について 

＜問い合わせ先＞（代表０３－５２５３－８１１１） 

各地方整備局（港湾空港関係を除く）・国土技術政策総合研究所（横須賀を除く）・国土地理院につ

いて 

○国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室 

課長補佐     城石（内線２１９６２）直通：０３－５２５３－８９１９ 

契約指導第一係長  原（内線２１９５３）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５３３ 

 

本省（官庁営繕部を除く）・各地方航空局・国土技術政策総合研究所（横須賀に限る）・各地方運輸

局・気象庁・海上保安庁等について 

○国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室 

専門官      鈴木（内線２１８３３）直通：０３－５２５３－８２０６ 

契約制度管理係長 信耕（内線２１８３４）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５３０ 

 

官庁営繕部について 

○国土交通省大臣官庁営繕部管理課 

課長補佐   櫻井（内線２３１５４）直通：０３－５２５３－８２３１ 

契約第二係長 金井（内線２３１５５）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５４１ 

 

各地方整備局(港湾空港関係に限る） 

○国土交通省港湾局総務課 

課長補佐   田中（内線４６１８５）直通：０３－５２５３－８６６３ 

契約指導係長 岩崎（内線４６１８４）ＦＡＸ：０３－５２５３－１６４８ 

 

 

建設業法に基づく勧告の内容について 

＜問い合わせ先＞（代表０３－５２５３－８１１１） 

国土交通省土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進指導室 

課長補佐   赤羽（内線２４７１５）直通：０３－５２５３－８３６２ 

調査指導係長 一力（内線２４７８５）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５５３ 

 

 



［参 考］ 
 

 

○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 （抄） 
別表第２ 

措置要件 期間 

 

（独占禁止法違反行為） 

５ 当該地方整備局が所管する区域内において、業務に関し

独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し、工事の請負

契約の相手方として不適当であると認められるとき（次号

及び第 12 号に掲げる場合を除く。）。 

 

 

当該認定をした日から 

２ヵ月以上９ヵ月以内 

 

 

 

 

 

○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準 （抄） 
 ７ 別表第２関係 

 二 独占禁止法第３条に違反した場合（第５号から第７号まで及び第 12 号イ）は、次のイか

らニまでに掲げる事実のいずれかを知った後速やかに指名停止措置を行うものとすること。 

  イ 排除措置命令 

  ロ 課徴金納付命令 

  ハ 刑事告発 

  二 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若

しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 

 

 

○建設業法（抄） 

（建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告）  

第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届

出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発

達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。  

 

 

 

 

 


